
 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水際対策強化に係る新たな措置（20） 

日本政府はオミクロン株対策として 11月 29日に新たな水際対策措置を決定しました。 

１）外国人の新規入国停止 

・「水際対策強化に係る新たな措置（19）」（令和 3 年 11 月 5 日）2 に基づく、外国人の新規入国          

に係る、受入れ責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の

審査を、本年 12 月 31 日までの間停止し、業所管省庁から受入れ責任者に対する新たな審査済証の

交付を行わないこととする。本年 11 月 30 日以降本年 12 月 31 日までの間、この仕組みによる外国

人の新規入国を拒否する。 

２）有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し 

 ・「措置（19）」1 に基づく、有効なワクチン接種証明書保持者の特定行動に係る、受入れ責任者から   

業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を本年 12 月 31 日まで

の間停止し、業所管省庁から受入れ責任者に対する審査済証の交付を行わないこととする。 

〈最新情報〉 

 2021年 12月 21日の岸田首相の記者会見 

 外国人の新規入国停止措置は 2022年 1月 1日以降も当面の間延長される見込みとなっております。 

 

組合としては、引き続き最新情報を収集してまいります。 
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 組合員の皆様へ 

大変寒さの厳しい季節となりましたので、特に戸外作業では防寒対策を      

しっかりして風邪・インフルエンザ等にかからないよう十分留意する様      

お願いします。又、コロナウイルス感染者数はかなり長期間減少して      

おりますが、新たな変異株である感染力の強いオミクロン株が流行して      

おりますので、うがい、マスク着用、手洗い等の感染症対策徹底願います。 

感染症対策を徹底願います。 

 

感染症対策を徹底願います。 

 

新年のご挨拶 

謹んで新春をお祝い申し上げます。皆様におかれましては新年を清々しい気持ちでお迎え

のこととお喜び申し上げます。旧年中は大変お世話になり、多くのお力添えをいただき、

誠にありがとうございました。今年もコロナ感染症、オミクロン株の流行が懸念されます

が、組合職員一同更なる 業務・サービスの向上に努めて参ります。                                  

皆様のより一層のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人技能実習機構による実地検査 

外国人技能実習機構は実習実施企業に対して、3年に 1回実地検査を行います。 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に関する法令違反については    

外国人技能実習機構から「改善勧告書」及び「改善指導書」が出されます。 

実習実施企業は改善期日までに必ず改善の上、報告する事が求められておりますので遵守願います。 

 外国人技能実習機構の実地検査は原則として事前予告無く行われますので、法令を遵守し、技能実習

法及び労働関連法令で定められた帳簿書類については、常日頃より継続的に作成、備え付けをお願い

します。 

 

給油カードについての案内 

組合員の皆様を対象とした、給油カードの案内をさせていただきます。 

ガソリン・軽油ハイオクが全国一律価格にて、全国の提携スタンドでキャシュレス決済が可能な

給油カード（使えるスタンドは宇佐美・出光・ENEOS・JOMOです）があります。               

ご利用を希望の組合員様は、説明資料を同封させて頂いておりますので、ご参考にしてくださ

い。給油カードの導入をご検討の場合、ご連絡を頂ければ詳細な資料は別途、案内をさせていた

だきます。 

外国人技能実習生総合共済 

外国人技能実習生は技能実習期間中に発生する傷害・疾病・事故に伴う治療費を補償する総合共済に

加入しております。 

当組合が手配している外国人技能実習総合共済の「国際人材育成共済組合（ＩＨＤ共済）」 

は 2022年 1月 24日に事務所を移転します。 

それに伴い１月 24日以降は旧住所が記載された書類は使用出来ません。 

 

又、下記の書類は様式が変更になりますので、新様式への差し替えご協力願います。 

①パンフレット、加入コース一覧表、②普通共済約款、③組合加入申込書、④共済金請求書 

但し、③、④は 1月 24日以前に配布済み・作成済みの旧様式も使用出来ます。 

新しい様式の書類入手次第、配布致しますので、1月 24日以降に使用する場合は、新様式を使用 

願います。 

 

                                                                        

 
緊急連絡先（24 時間） 

【事務局】        TEL ：048-755-9591     FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】    070-3667-8667（杉戸）    080-4477-6005（廣畑） 

                   090-9540-4849（髙橋文徳）  090-2323-7188（王） 

 




